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(57)【要約】
【課題】イソ吉草酸アルデヒドの臭いを抑える消臭剤お
よび消臭方法を提供すること。
【解決手段】キク科植物またはツバキ科植物の抽出物お
よび有機吸着パウダーからなる群から選択される１種以
上を含有する、イソ吉草酸アルデヒドの消臭剤と、キク
科植物またはツバキ科植物の抽出物ならびに有機吸着パ
ウダーからなる群から選択される１種以上を含有する製
剤を皮膚に塗布することによる、イソ吉草酸アルデヒド
を含む臭いの消臭方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キク科植物またはツバキ科植物の抽出物および有機吸着パウダーからなる群から選択さ
れる１種以上を含有する、イソ吉草酸アルデヒドの消臭剤。
【請求項２】
　キク科植物がヨモギまたはカミツレであり、ツバキ科植物がチャノキである、請求項１
に記載のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤。
【請求項３】
　有機吸着パウダーがナイロン末から選択される１種以上である、請求項１または２に記
載のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤。
【請求項４】
　キク科植物またはツバキ科植物の抽出物および有機吸着パウダーからなる群から選択さ
れる１種以上を含有する製剤を皮膚に塗布することによる、イソ吉草酸アルデヒドを含む
臭いの消臭方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イソ吉草酸アルデヒドの消臭剤および消臭方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　足臭（足の不快な臭気）は、皮脂、蛋白質（角質）、汗等の有機物質が、靴の中で繁殖
する細菌類によって分解されて発生するものである。足臭は、足が履物の内側に取り囲ま
れ、汗をかく時に発生する。足は身体の他の部分よりも汗腺が多いため、過剰に汗をかき
、産生された汗は履物の中に足が取り囲まれていることに起因して蒸発することができな
い。従って、足臭は継続的に揮発して臭気を発し、靴下や靴にも付着する。
　特許文献１および２には、その足臭の主たる原因物質がイソ吉草酸であると考えられて
いること、およびイソ吉草酸はＬ－ロイシンの酵素的変換により主に生成されることが記
載されている。
【０００３】
　イソ吉草酸の類縁物質であるイソ吉草酸アルデヒドについては、足臭に関連する報告は
今までなされたことがない。足臭以外の臭いについては、特許文献３および４に以下の通
り報告されている。
　特許文献３には、メタンチオール、プロパンチオール、ジメチルスルフィド、ジメチル
ジスルフィド、トリメチルアミン、ジアセチル、アセトインおよび３－メチルブタナール
（イソ吉草酸アルデヒド）が、経血臭または生理臭への寄与度の高い成分であると記載さ
れている。
　特許文献４には、非水系皮膚外用製品が微生物に汚染して発生する臭いの成分を分析し
た結果、イソ吉草酸、イソバレルアルデヒド（イソ吉草酸アルデヒド）、アセトイン、酢
酸、酪酸等が大幅に増加していたことが記載されている。
　イソ吉草酸アルデヒドの臭いを抑える消臭剤または消臭方法については、特許文献３お
よび４には記載されておらず、また今まで報告されてもいない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２４４２２
【特許文献２】特表２００９－５０８４７８
【特許文献３】特開２００７－１９８８２９
【特許文献４】特開２０１４－１５０７５８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明の課題は、イソ吉草酸アルデヒドの臭いを抑える消臭剤および消臭方法を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、足臭の強度はイソ吉草酸の量ではなく、イソ吉草酸アルデヒドの量に強
く相関することを見出した。特に、弱い足臭では、イソ吉草酸が発生していないにもかか
わらず不快な足臭を発する場合がある。そのような弱い足臭の状況においても、イソ吉草
酸アルデヒドは発生しており、イソ吉草酸アルデヒドの量によって、弱い足臭まで評価で
きることを見出した。かかる知見に基づいて、本発明者らは、デオドラント剤の適用箇所
に存在するサンプルを採取し、前記サンプル中に含まれるイソ吉草酸アルデヒドの量を測
定し、前記イソ吉草酸アルデヒドの量によってデオドラント剤の性能を評価する、デオド
ラント剤の評価方法等を発明した。
　本発明者らは、上記のデオドラント剤の評価方法等を用いて、消臭効果が知られている
ものを含む多数の植物抽出物ならびに多数の吸着パウダーについて、イソ吉草酸アルデヒ
ドの臭いを抑えるかの試験を行ったところ、植物抽出物ではキク科植物およびツバキ科植
物の抽出物が、また吸着パウダーでは有機吸着パウダーが、意外にもイソ吉草酸アルデヒ
ドの臭いを抑えることを見出した。本発明は、かかる知見に基づくものであり、具体的に
は、本発明は以下の通りである。
【０００７】
　［１］　キク科植物またはツバキ科植物の抽出物および有機吸着パウダーからなる群か
ら選択される１種以上を含有する、イソ吉草酸アルデヒドの消臭剤。
　［２］　キク科植物がヨモギまたはカミツレであり、ツバキ科植物がチャノキである、
［１］に記載のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤。
　［３］　有機吸着パウダーがナイロン末から選択される１種以上である、［１］または
［２］に記載のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤。
　［４］　キク科植物またはツバキ科植物の抽出物および有機吸着パウダーからなる群か
ら選択される１種以上を含有する製剤を皮膚に塗布することによる、イソ吉草酸アルデヒ
ドを含む臭いの消臭方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤および消臭方法によって、イソ吉草酸アルデヒ
ドの臭いを抑えることができ、足臭、体臭等の臭気を抑制させることができる。また、イ
ソ吉草酸アルデヒドは足臭の原因臭気であるため、本発明のイソ吉草酸アルデヒドの消臭
剤および消臭方法によって、足臭を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１における、１０名の被験者の足臭の強度とイソ吉草酸アルデヒドの量の
関係を示すグラフである。
【図２】実施例１における、１０名の被験者の足臭の強度とイソ吉草酸の量の関係を示す
グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　実施例１に示すように、足臭の強度はイソ吉草酸アルデヒドの量に強く相関する。従っ
て、イソ吉草酸アルデヒドを指標とすることで、弱い足臭から強い足臭まで広い範囲で、
足臭を客観的に評価することができる。そこで、イソ吉草酸アルデヒドからなる足臭判定
用指標剤は、足臭の客観的な判定、足臭の消臭効果または防臭効果の評価、デオドラント
剤の評価、足臭抑制剤のスクリーニング等に有用である。
【００１１】
１．デオドラント剤の評価方法



(4) JP 2017-43567 A 2017.3.2

10

20

30

40

50

　本発明のデオドラント剤の評価方法は、デオドラント剤の適用箇所に存在するサンプル
を採取し、前記サンプル中に含まれるイソ吉草酸アルデヒドの量を測定し、前記イソ吉草
酸アルデヒドの量によってデオドラント剤の性能を評価することで実施される。
　すなわち、本発明のデオドラント剤の評価方法は、本発明の足臭判定用指標剤を用いて
、イソ吉草酸アルデヒドの量に基づいてデオドラント剤の性能の評価を行うため、簡便な
操作で客観的かつ的確にデオドラント剤を評価することができる。
　本明細書において、「デオドラント剤」としては、足の皮膚に直接塗布するデオドラン
ト剤、および靴下、靴等の足臭が付着する物に適用するデオドラント剤のいずれも含まれ
る。また、デオドラント剤の適用箇所としては、例えば、足の皮膚、靴下、靴等が挙げら
れる。
【００１２】
　デオドラント剤の適用量としては、デオドラント剤としての効果を奏するであろうと思
われる量を中心に複数の適応量を試験することが好ましい。
　前記適用箇所へのデオドラント剤の接触時間は、適用箇所の種類、デオドラント剤の種
類、デオドラント剤の使用量、デオドラント剤に含まれる有効成分の量などによって異な
るが、例えば、１～７２時間、より好ましくは３～２４時間等が挙げられる。
　前記デオドラント剤の適用箇所に存在するサンプルの採取は、例えば、
（ａ）前記デオドラント剤の適用箇所のヘッドスペースガスを採取すること、
（ｂ）前記デオドラント剤の適用箇所に試験片を接触させ、前記試験片に付着した物質を
抽出すること、および
（ｃ）前記デオドラント剤の適用箇所に直接溶媒を加え、適用箇所に存在する物質を抽出
すること等により、行うことができる。
【００１３】
　イソ吉草酸アルデヒドの量の測定方法としては、例えば、ガスクロマトグラフ－質量分
析法、ガスクロマトグラフ－水素炎イオン検出法、ガスクロマトグラフ－電子捕獲式検出
法、高速液体クロマトグラフ－紫外可視分光法、高速液体クロマトグラフ－質量分析法、
半導体センサを用いた検出法等が挙げられ、好ましくは、ガスクロマトグラフ－質量分析
法が挙げられる。例えば、ガスクロマトグラフ－質量分析法では、クロマトグラムにおけ
るイソ吉草酸アルデヒドのピーク高さまたはピーク面積の数値を用いてイソ吉草酸アルデ
ヒドの量を算出することができる。
　また、足臭の官能評価の場合は、平均評点が０．５未満の場合には「足臭はなし」、平
均評点０．５以上～２未満の場合には「足臭は弱い」、平均評点２以上～３.５未満の場
合には「足臭は中程度」、平均評点３.５以上の場合は「足臭は強い」と判断することが
できる。
【００１４】
　本発明のデオドラント剤の評価方法では、デオドラント剤の適用前の皮膚から採取した
サンプル中に含まれるイソ吉草酸アルデヒドの量と前記デオドラント剤の適用箇所に存在
するサンプル中に含まれるイソ吉草酸アルデヒドの量との差異などにより、デオドラント
剤の性能を評価することができる。例えば、デオドラント剤によって前記足臭判定用指標
剤の量が低減する場合、デオドラント剤が足臭の消臭効果および／または防臭効果を有す
ると判定することができる。また、前記のようにデオドランド剤の適用前後での比較では
なく、デオドランド剤の適用部位と非適用部位を比較することで、デオドラント剤の性能
を評価することができる。例えば、一方の足にデオドラント剤を適用して、もう一方の足
にはデオドランド剤を適用せずに、それぞれの足から採取したサンプル中に含まれるイソ
吉草酸アルデヒドの量の差異などにより、デオドラント剤の性能を評価することができる
。
【００１５】
２．イソ吉草酸アルデヒドの消臭剤／消臭方法
　本発明によって、キク科植物またはツバキ科植物の抽出物ならびに有機吸着パウダーか
らなる群から選択される１種以上を含有する、イソ吉草酸アルデヒドの消臭剤と、キク科
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植物またはツバキ科植物の抽出物ならびに有機吸着パウダーからなる群から選択される１
種以上を含有する製剤を皮膚に塗布することによる、イソ吉草酸アルデヒドを含む臭いの
消臭方法とが提供される。
【００１６】
　本発明におけるキク科植物またはツバキ科植物の抽出物において、キク科植物としては
、例えばヨモギ、カミツレ、キク、タンポポ、ヒマワリ、キンセンカ、ヒヨドリバナ、ア
ザミ、ゴボウ、ダリア、フキ、アザミ等が挙げられ、好ましくはヨモギおよびカミツレ等
が挙げられる。
　ツバキ科植物としては、例えばチャノキ、ツバキ、サザンカ等が挙げられ、好ましくは
チャノキ等が挙げられる。
　キク科植物およびツバキ科植物の抽出物は、キク科植物およびツバキ科植物を溶媒で抽
出したものである。キク科植物およびツバキ科植物の抽出される部位としては、特に制限
はないが、例えば葉、花、実、種子、樹皮、根、茎、芽等が挙げられる。抽出に際しては
、植物原料をそのまま用いてもよく、切断、破砕、又は粉砕して抽出に供してもよい。ま
た、植物原料を乾燥させて用いてもよい。抽出方法は、各成分を抽出することができる限
り特に限定されるものではなく、公知の方法を適宜選択して行うことができる。例えば植
物原料を抽出溶媒に浸漬させ、必要により加熱および／または加圧することにより行なう
ことができる。また、抽出温度および抽出時間は、抽出溶媒の種類、植物の種類、抽出物
の用途などに応じて、適宜変更することができる。
【００１７】
　ヨモギ抽出物としては、ヨモギの抽出物であれば特に制限はないが、例えばヨモギの茎
および／または葉から抽出したもの等が挙げられ、好ましくはヨモギの葉から抽出したも
のが挙げられ、化粧品原料または医薬部外品原料のヨモギエキスを用いることもできる。
　カミツレ抽出物としては、カミツレの抽出物であれば特に制限はないが、例えばカミツ
レの花から抽出したもの等が挙げられ、化粧品原料または医薬部外品原料のカミツレエキ
スを用いることもできる。
　チャノキ抽出物としては、チャノキの抽出物であれば特に制限はないが、例えばチャノ
キの葉から抽出したもの等が挙げられ、化粧品原料または医薬部外品原料の緑茶エキスを
用いることもできる。
【００１８】
　抽出溶媒としては、水および有機溶媒の何れも使用できる。有機溶媒としては、メタノ
ール、エタノール、プロパノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、イソブタノー
ル等の低級アルコール、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，３－ブチレン
グリコール、ジプロピレングリコール、グリセリン等の多価アルコール、ジエチルエーテ
ル、ジプロピルエーテル等のエーテル類、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類、アセ
トン、エチルメチルケトン等のケトン類等が挙げられる。抽出溶媒は、１種を単独で、又
は２種以上を組み合わせて使用できる。中でも、水、低級アルコール、及び多価アルコー
ルが好ましく、水、エタノール、プロピレングリコール、及びブチレングリコールがより
好ましい。２種以上を組み合わせて用いる場合、エタノールと水との混合またはブチレン
グリコールと水とを混合して使用することが好ましい。その場合のエタノールの使用比率
は、溶媒の全体に対して、約３０～９０容量％が好ましく、約４０～８０容量％がより好
ましい。
【００１９】
　抽出溶媒として、室温又は常温の溶媒を用いることもできるが、加熱溶媒や熱溶媒（溶
媒を沸点付近に加熱したもの）を用いることもできる。具体的には、抽出溶媒が水の場合
、抽出時の温度は、溶媒の沸点以下であればよく特に限定されないが、約４０～１００℃
が好ましく、約６０～１００℃がより好ましく、約８０～１００℃がさらにより好ましい
。上記範囲であれば、抗糖化活性を有する成分を十分に抽出することができる。抽出時間
は、特に限定されないが、通常約３０秒間～４時間、好ましくは約３～５０分間、さらに
好ましくは約４～４０分間とすることができる。
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　また、必要に応じて攪拌して常圧で抽出することができる。但し、抽出方法及び抽出条
件等を特に限定するものではなく、例えば加圧抽出を行うこともできる。
　本発明のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤は、乾燥状態の抽出物からなる製剤であっても
、前記乾燥状態の抽出物を溶媒に混合した液剤の製剤であってもよい。前記溶媒として、
前記抽出溶媒として挙げられた溶媒等が挙げられる。
【００２０】
　本発明の有機吸着パウダーにおいて、イソ吉草酸アルデヒドを吸着できるのものであれ
ば、いかなるものも使用しうる。有機吸着パウダーとしては、例えばナイロン末、シリコ
ーン系樹脂、ポリエチレン末、架橋ポリスチレン、メチルシロキサン網状重合体、（ビニ
ルジメチコン／メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー、（ジフェニルジメチコン
／ビニルジフェニルジメチコン／シルセスキオキサン）クロスポリマー、ポリシリコーン
－１クロスポリマー、ポリシリコーン－２２、ポリメチルシルセスキオキサン（メチルシ
ロキサン網状重合体）、（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー、アクリレー
トクロスポリマー、高融点ポリエチレン末、ナイロン－１２、ナイロン－６／１２等が挙
げられ、発明の効果を発揮する観点から、ナイロン末、シリコーン系樹脂が好ましい。
　これらのパウダーは、市販品を使用してもよく、例えば、KSP-100、KSP-101、KSP-300
、KSP-105、KSP-411、KSP-441、KMP-590、KMP-591、トスパール1110A（登録商標）、トス
パール150KA（登録商標）、トスパール2000B（登録商標）、ガンツパール SI-020（登録
商標）、ガンツパールGMP-0820（登録商標）、ガンツパールGS-1105（登録商標）、ガン
ツパールGS-2006（登録商標）、ミペロンPM-200（登録商標）、ORGASOL 2002 UD NAT COS
（登録商標）、ORGASOL 2002 EXD NAT COS（登録商標）、ORGASOL 2002 EXD NAT COS Typ
eS（登録商標）、ORGASOL 4000 EXD NAT COS（登録商標）、ナイロンパウダー SP-10、ナ
イロンパウダー SP-500等の市販品を使用することができる。
　植物抽出物と有機吸着パウダーを組み合わせることで、相加的または相乗的にイソ吉草
酸アルデヒドの臭いをより抑えることもできる。
【００２１】
　本発明のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤は、足等の皮膚上に存在するイソ吉草酸アルデ
ヒドの臭いを抑えることができるため、イソ吉草酸アルデヒドの臭いを抑制するための化
粧料、医薬部外品、医薬品等に好適に用いることができる。
　本発明のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤は、例えば化粧料、医薬部外品、医薬品等とし
て製剤化することができる。その製剤の剤型としては、例えば化粧水、ミスト、乳液、ジ
ェル、クリーム、美容液、ボディローション、ボディークリーム、エアゾール剤、ロール
オン、スティック、洗浄料、クリーム、シート剤等の基礎化粧料、および洗顔料、ボディ
ーシャンプー、シャンプー、リンス等の洗浄用化粧料等が挙げられ、具体的には、デオド
ラント剤（例えば、デオドラントクリーム、デオドラントローション、デオドラントミス
ト、デオドラントジェル、デオドラントスプレー、デオドラントロールオン、デオドラン
トペーパー、デオドラントスティックなど）、洗浄剤（洗顔料、ボディーシャンプー、シ
ャンプー、リンスなど）、乳液、スキンケアクリーム、シート化粧料（例えば、拭き取り
用シート、シートパック剤など）等が挙げられる。
【００２２】
　本発明のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤の含有量としては、植物の抽出物の種類、有機
吸着パウダーの種類、イソ吉草酸アルデヒドの消臭剤の用途等に応じて適宜調整すること
ができる。植物の抽出物を用いる場合は、上記製剤中の乾燥状態の植物の抽出物の含有量
としては、例えば０．０００００１～１重量％が挙げられ、好ましくは０．００００１～
０．５重量％が挙げられ、より好ましくは０．０００１～０．１重量％が挙げられる。有
機吸着パウダーを用いる場合は、上記製剤中の有機吸着パウダーの含有量としては、例え
ば０．０１～５０重量％が挙げられ、好ましくは０．０５～３０重量％が挙げられ、より
好ましくは０．１～２０重量％が挙げられる。
　本発明のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤が配合された化粧料、医薬部外品、医薬品等に
は、化粧料、医薬部外品、医薬品に通常用いられる原料、例えば油、界面活性剤、アルコ
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ール、防腐剤、キレート剤、酸化防止剤、増粘剤、香料、殺菌剤等の成分を前記化粧料、
医薬部外品、医薬品などに添加して用いることができる。
【実施例】
【００２３】
　以下、本発明を実施例、試験例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに何ら
限定されるものではない。
　足臭の強度の評価、足からのサンプリング、ならびにイソ吉草酸およびイソ吉草酸アル
デヒドの量の分析は以下のようにして行った。
【００２４】
足臭の強度の評価方法
　パネラー３人によって、以下の評価基準を用いて足の裏および指（靴下および試験片）
における足臭の強度の評価を行った。得られた評価結果の数値から平均値を算出して、足
臭の強度とした。
〔評価基準〕
　０点：におわない
　１点：かすかににおう
　２点：弱くにおう
　３点：はっきりにおう
　４点：やや強くにおう
　５点：かなり強くにおう
【００２５】
足からのサンプリング方法
　被験者は指定の靴下（洗浄済、綿１００％）および靴を履き、一定時間（６時間）放置
する。放置後、足の親指と人差し指の間、人差し指と中指の間、中指と薬指の間に各々２
ｃｍ×８ｃｍの試験片（綿１００％）を２つ折りにして挟んだ後、外れないようにテープ
を巻き、靴下および靴を履く。更に２時間経過後、靴下および試験片を回収し、官能評価
（嗅覚）を行う。
【００２６】
イソ吉草酸およびイソ吉草酸アルデヒドの量の分析方法
　足から得たサンプル（試験片）を、ヘッドスペースバイアルに挿入し、気化させた成分
をヘッドスペース－ガスクロマトグラフ－質量分析法（ＨＳＳ－ＧＣ－ＭＳ）を用いて下
記条件で分析して、イソ吉草酸およびイソ吉草酸アルデヒドのピーク高さ（またはピーク
面積）を得た。
〔ＧＣ－ＭＳの分析条件〕
機種：アジレント・テクノロジー社製　ヘッドスペース－ガスクロマトグラフ－質量分析
装置（ＨＳＳ－ＧＣ－ＭＳ）
　ＨＳＳ：７６９７Ａ
　ＧＣ　：７８９０Ｂ
　ＭＳ　：５９７７Ａ
カラム　：ＧＬサイエンス社製　InertCap Pure Wax ６０ｍ，０．２５ｍｍＩ．Ｄ．，０
．２５μｍ
キャリヤーガス：Ｈｅ
【００２７】
［試験条件］
＜ヘッドスペース条件＞
　ループサイズ：３ｍＬ
　オーブン温度：４５℃
　ループ温度　：７５℃
　トランスファーライン温度：１００℃
　バイアル平衡化：１０分
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　注入時間：１分
　ただし、実施例３では、ヘッドスペース条件においてオーブン温度を７０℃に変更して
実施した。
＜ＧＣ条件＞
　温度：４０℃（２分）⇒昇温（３℃／分）⇒１８０℃⇒昇温（１０℃／分)⇒２２０℃
　注入口：２００℃
　スプリット比　１０：１
　平均線速度：２８ｃｍ／秒
　ただし、実施例３及び実施例４では、ＧＣ条件において温度およびスプリット比は以下
のように変更して実施した。
　温度：４０℃（８分）⇒昇温（３℃／分）⇒１８０℃⇒昇温（１０℃／分)⇒２２０℃
　スプリット比　２０：１
＜ＭＳ条件＞
　イオン化法：電子イオン化法（EI）
【００２８】
〔イソ吉草酸アルデヒドの定量〕
　上記の分析結果で得られたイソ吉草酸アルデヒドのピーク高さ（またはピーク面積）に
基づいて、下記のとおり、イソ吉草酸アルデヒドの定量値（ｐｐｍ）を求めた。
　既知濃度のイソ吉草酸アルデヒドのプロピレングリコール溶液を調製し、ヘッドスペー
スバイアルに添加したものを標準試料とした。試料及び標準試料につき、上記条件でＨＳ
Ｓ－ＧＣ－ＭＳにより試験を行い、試料および標準試料のピーク高さ（またはピーク面積
）を求めた。
　イソ吉草酸アルデヒドの量(ｐｐｍ)
　＝標準試料の濃度(ｐｐｍ)×試料のピーク高さ（またはピーク面積）÷標準試料のピー
ク高さ（またはピーク面積）
　実施例１では、イソ吉草酸およびイソ吉草酸アルデヒドのピーク高さで評価した。実施
例２～４では、イソ吉草酸アルデヒドのピーク面積に基づいて定量値を求めた。
【００２９】
実施例１
足臭の強度とイソ吉草酸アルデヒドおよびイソ吉草酸の量の関係
　前記の足臭の強度の評価方法、足からのサンプリング、ならびにイソ吉草酸およびイソ
吉草酸アルデヒドの量の分析方法に従って、被験者１０名の足臭について評価および分析
を行った。その評価および分析の結果を図１および図２にまとめる。図１では、横軸に１
０名の被験者を並べて、縦軸に各被験者の「足臭の強度」を●でプロットし、各被験者の
「イソ吉草酸アルデヒドのピーク高さ」を■でプロットしている。図２では、横軸に１０
名の被験者を並べて、縦軸に各被験者の「足臭の強度」を●でプロットし、各被験者の「
イソ吉草酸のピーク高さ」を■でプロットしている。
　図２から分かる通り、特に足臭の強度が低いところで、イソ吉草酸は観測されず、足臭
の強度を示す指標にはなり得ない。他方、図１から分かる通り、イソ吉草酸アルデヒドの
量は、足臭の強度が弱いところから強いところまで広い範囲で、足臭の強度と強い相関を
示している。
　以上より、イソ吉草酸アルデヒドは、足臭の強度を示す優れた足臭判定用指標として用
いることができることが分かる。
【００３０】
実施例２
デオドラント剤の評価
　デオドラント剤（薬用メンソレータム　リフレア足指クリーム：ロート製薬）を被験者
の足に塗布した。その後、指定の靴下（洗浄済、綿１００％）および靴を履き、一定時間
（６時間）放置した。放置後、足の親指と人差し指の間、人差し指と中指の間、中指と薬
指の間に各々２ｃｍ×８ｃｍの試験片（綿１００％）を２つ折りにして挟んだ後、外れな
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回収し、回収した試験片をヘッドスペース分析用バイアル内に挿入し、試験片に付着した
イソ吉草酸アルデヒドの量（Ａ）を分析した。
　また、被験者の足にデオドラント剤を塗布せずに、前記と同様に操作を行なって、被験
者に着用させた試験片に付着したイソ吉草酸アルデヒドの量（Ｂ）を分析した。
　イソ吉草酸アルデヒドの量（Ａ）とイソ吉草酸アルデヒドの量（Ｂ）とを比べ、デオド
ラント剤によって足臭判定用指標剤が減少しているかどうかを調べた。当デオドラント剤
によって足臭判定用指標剤が減少している場合、当デオドラント剤は、消臭効果および／
または防臭効果を有すると評価した。その結果を表１に記す。
【００３１】
【表１】

　被験者No.1では、デオドランド剤を塗布した右足は、足臭の強度が１であるが、デオド
ランド剤を塗布していない左足は、足臭の強度が３と高く、またイソ吉草酸アルデヒドの
発生量が、右足に比べて４．０倍高かった。被験者No.2でも、同様の結果であり、イソ吉
草酸アルデヒドの発生量が２．８倍異なった。
　以上の試験結果から、イソ吉草酸アルデヒドの量を指標にして、デオドランド剤の効果
を確かめることができることが分かる。
【００３２】
実施例３
植物抽出物によるイソ吉草酸アルデヒドの減少率の試験
　表２に記載の植物から得られた抽出物を用いて、イソ吉草酸アルデヒドの減少率を試験
した。
　２０ｍＬヘッドスペースＧＣバイアルに２ｐｐｍイソ吉草酸アルデヒド／ポリエチレン
グリコール溶液０．５ｍＬおよび表２に記載の植物抽出物１ｍＬを添加し、ジーエルサイ
エンス社製ＭｏｎｏＴｒａｐ（ＤＣＣ-１８）をバイアル内に吊り下げてバイアル内の気
体を採取した。ＭｏｎｏＴｒａｐを取り出し，２０ｍＬヘッドスペース用バイアルに入れ
、ポリエチレングリコール０．５ｍＬを添加して密栓し、１０分間超音波処理したものを
試料とした。別に、２ｐｐｍイソ吉草酸アルデヒドのポリエチレングリコール溶液０．５
ｍＬを試料と同様に操作したものを標準試料とし、試料および標準試料について、ヘッド
スペースガスクロマトグラフ質量分析計でイソ吉草酸アルデヒドのピーク面積を測定した
。試料に対する標準試料のイソ吉草酸アルデヒドのピーク面積より、各試料におけるイソ
吉草酸アルデヒドの減少率を算出した。その結果を表２に示す。
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【表２】

【００３３】
　ａ１）ヨモギリキッド（一丸ファルコス社）
　ａ２）カミツレリキッド（一丸ファルコス社）
　ａ３）緑茶リキッド（一丸ファルコス社）
　ａ４）ファルコレックス ペパーミントＢ（一丸ファルコス社）
　ａ５）ファルコレックス セイヨウノコギリソウＢ（一丸ファルコス社）
　ａ６）ファルコレックス スイカズラＳＢ（一丸ファルコス社）
　ａ７）ファルコレックス ローズマリーＢ（一丸ファルコス社）
　ａ８）ファルコレックス セージＢ（一丸ファルコス社）
　ａ９）サルビア抽出液ＢＧ－Ｊ（丸善製薬社）
　ａ１０）ファルコレックス エンメイソウＢ（一丸ファルコス社）
　ａ１１）ファルコレックスＢＸ４６（一丸ファルコス社）
　ａ１２）ファルコレックス ユーカリＢ（一丸ファルコス社）
　ａ１３）マジョラム抽出液ＢＧ（丸善製薬社）
　ａ１４）ファルコレックス ノバラＢ（一丸ファルコス社）
　ａ１５）オウバク抽出液ＢＧ－Ｊ（丸善製薬社）
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　ａ１６）甜茶抽出液ＢＧＷ（丸善製薬社）
　ａ１７）オトギリソウ抽出液ＢＧ（丸善製薬社）
　ａ１８）ハマメリス抽出液ＢＧ－Ｊ（丸善製薬社）
　ａ１９）サクラエキスＢ（一丸ファルコス社）
【００３４】
　消臭効果が知られているものを含む多数の植物抽出物についてイソ吉草酸アルデヒドの
臭気を抑えるかの試験を行ったが、ほとんどの植物抽出物は、上記の通り、臭気を抑える
ことがなかった。しかし、意外にも、カミツレ、ヨモギおよび緑茶の抽出物だけがイソ吉
草酸アルデヒドの臭いを顕著に抑えた。
【００３５】
実施例４
吸着パウダーによるイソ吉草酸アルデヒドの減少率の試験
　表３に記載の吸着パウダーを用いて、イソ吉草酸アルデヒドの減少率を試験した。
　２０ｍＬヘッドスペースＧＣバイアルに２ｐｐｍイソ吉草酸アルデヒド／ポリエチレン
グリコール溶液０．２５ｍＬおよび表３に記載の吸着パウダー０．２ｇを添加し、密栓し
たものを試料とした。別に、２ｐｐｍイソ吉草酸アルデヒドのポリエチレングリコール溶
液０．２５ｍＬにポリエチレングリコール１ｍＬを添加したものを標準試料とし、試料お
よび標準試料について、ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計でイソ吉草酸アル
デヒドのピーク面積を測定した。試料に対する標準試料のイソ吉草酸アルデヒドのピーク
面積より、各試料におけるイソ吉草酸アルデヒドの減少率を算出した。その結果を表３に
示す。

【表３】

【００３６】
　ｂ１）ORGASOL 2002 EXD NAT COS (登録商標)（アルケマ株式会社）
　ｂ２）ORGASOL 2002 EXD NAT COS Type S (登録商標)（アルケマ株式会社）
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　ｂ３）ORGASOL 4000 EXD NAT COS (登録商標)（アルケマ株式会社）
　ｂ４）トスパール 2000B (登録商標)（モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ
・ジャパン合同会社）
　ｂ５）KMP-590（信越化学工業株式会社）
　ｂ６）KSP-300（信越化学工業株式会社）
　ｂ７）マツモトマイクロスフェアー M-305 QD7 (登録商標)（松本油脂製薬株式会社）
　ｂ８）マツモトマイクロスフェアー M-305 QD7N (登録商標)（松本油脂製薬株式会社）
　ｂ９）ガンツパール SI-020 (登録商標)（アイカ工業株式会社）
　ｂ１０）ガンツパール GMP-0820 (登録商標)（アイカ工業株式会社）
　ｂ１１）ガンツパール GS-1105 (登録商標)（アイカ工業株式会社）
　ｂ１２）サンスフェア H-51 (登録商標)（AGCエスアイテック株式会社）
　ｂ１３）サンスフェア H-121 (登録商標)（AGCエスアイテック株式会社）
　ｂ１４）ゴッドボール N-15C (登録商標)（AGCエスアイテック株式会社）
【００３７】
　本試験結果から、無機吸着パウダーである無水ケイ酸はイソ吉草酸アルデヒドを全く吸
着しないのに対して、有機吸着パウダーではイソ吉草酸アルデヒドを吸着して、臭いが減
ることが分かる。有機吸着パウダーの中でも、特にナイロン末（ナイロン－１２、ナイロ
ン－６／１２）であるORGASOL 2002 EXD NAT COS、ORGASOL 2002 EXD NAT COS TypeS、OR
GASOL 4000 EXD NAT COS（登録商標：アルケマ株式会社）は５０％以上の高い減少率を示
しており、イソ吉草酸アルデヒドに対して顕著に強力な消臭効果を発揮することが理解さ
れる。
　植物抽出物に、吸着パウダーを組み合わせることで、イソ吉草酸アルデヒドの臭いをよ
り抑えることができる。
【００３８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく請求の範囲によって示され、請
求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明の消臭剤および消臭方法によって、イソ吉草酸アルデヒドの臭いを抑えることが
でき、足臭、体臭等の臭気を抑制させることができる。また、イソ吉草酸アルデヒドは足
臭の原因臭気であるため、本発明のイソ吉草酸アルデヒドの消臭剤および消臭方法によっ
て、足臭を抑えることができる。
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